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電球類及び照明器具の表示事項等について（案）  

 

１．電球類  

（１）表示事項  

 以下のイ）～ト）の項目を表示事項とする。 

イ）品名及び形名  

ロ）全光束（※）  

ハ）消費電力（※）  

ニ）エネルギー消費効率 

ホ）光源色  

ヘ）調色機能を有するものにあってはその旨  

ト）製造事業者等の氏名又は名称  

 

（２）遵守事項  

１）全光束（※）は、ルーメン（lm）単位で表示する。調色機能を有するもので、

主に使用される光源色が想定されないものについては、最も高い消費電力（※）

における全光束（※）を表示する。  

２）消費電力（※）は、ワット（W）単位で表示する。調色機能を有するもので、

主に使用される光源色が想定されないものについては、最も高い消費電力（※）

を表示する。  

３）エネルギー消費効率は、ルーメン毎ワット（lm/W）単位で小数点以下１桁（小

数点第２位切り捨て）まで表示する。  

４）光源色は、調色機能を有するもので、主に使用される光源色が想定されない

ものについては、表示しない。  

５）調色機能を有するものについては、調色によって全光束、消費電力、エネル

ギー消費効率が変わる旨を付記する。  

６）表示事項は、パッケージ又はカタログ（電子媒体を含む）若しくは機器の選

定にあたり製造事業者等により提示される資料に記載して行う。  

 

２．照明器具  

（１）表示事項  

以下のイ）～チ）の項目を表示事項とする。  

イ）品名及び形名  

ロ）光源の型式（ＬＥＤ照明器具を除く）  

ハ）全光束（※）  

ニ）消費電力（※）  
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ホ）固有エネルギー消費効率  

ヘ）光源色  

ト）調色機能を有するものにあってはその旨  

チ）製造事業者等の氏名又は名称  

 

（２）遵守事項  

１）全光束（※）は、ルーメン単位（lm）で表示する。調色機能を有するもので、

主に使用される光源色が想定されないものについては、最も高い消費電力（※）

における全光束（※）を表示する。  

２）消費電力（※）は、ワット単位（W）で表示する。調色機能を有するもので、

主に使用される光源色が想定されないものについては、最も高い消費電力（※）

を表示する。  

３）固有エネルギー消費効率は、ルーメン毎ワット（lm/W）単位で小数点以下１

桁（小数点第２位切り捨て）まで表示する。  

４）光源色は、調色機能を有するもので、主に使用される光源色が想定されない

ものについては、表示しない。  

５）調色機能を有するものについては、調色によって全光束、消費電力、固有エ

ネルギー消費効率が変わる旨を付記する。  

６）表示事項は、パッケージ又は、カタログ（電子媒体を含む）若しくは機器の

選定にあたり製造事業者等により提示される資料のいずれかに記載して行う。 

 

（※）全光束及び消費電力は、照明器具等判断基準ワーキンググループ（第１回）

資料５で定められた測定方法で測定された定格値を表示する。  

 


